
１．介護給付費 単位　：　円／回

利　　用　　料 1割相当額 利　　用　　料 1割相当額 利　　用　　料 1割相当額

（１） 基本料金

２０分未満 1,660 166 ― ― ― ―

２０分以上３０分未満 2,490 249 ― ― ― ―

３０分以上１時間未満 3,950 395 ― ― ― ―

１時間以上１時間３０分未満 5,770 577 ― ― ― ―

830 83 ― ― ― ―

２０分以上４５分未満 ― ― 1,820 182 ― ―

４５分以上 ― ― 2,240 224 ― ―

２０分以上４５分未満 ― ― ― ― 660 66

４５分以上７０分未満 ― ― ― ― 1,320 132

７０分以上 ― ― ― ― 1,980 198

（２） ２人の訪問介護員が行う場合 　上記の利用料金の２倍の額

２．日常生活支援総合事業費 単位　：　円／月

利　　用　　料 1割相当額

（１） 訪問型独自サービスⅠ 11,720 1,172

（２） 訪問型独自サービスⅣ 2,670 267

（３） 訪問型独自サービスⅡ 23,420 2,342

（４） 訪問型独自サービスⅤ 2,710 271

（5） 訪問型独自サービスⅢ 37,150 3,715

（６） 訪問型独自サービスⅥ 2,860 286

３．加算

加算の内容 利　　用　　料 1割相当額 備考

（１） 初期加算 2,000円/月 200円/月 初回訪問を行った月

（２） 緊急時訪問介護加算 1,000円/回 100円/回 計画的な訪問日以外に訪問（要介護者のみ）

（３） 生活機能向上連携加算(Ⅰ） 1,000円/月 100円/月

（４） 生活機能向上連携加算(Ⅱ） 2,000円/月 200円/月

（５） 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

1000分の100に相当する額

（6）

1000分の42に相当する額

週3回の利用が必要な場合

ヘルパーステーションたんぽぽ　利用料金表

サービスの内容
身体介護が中心 生活援助が中心

身体介護に引き続き
行った生活援助

１時間半以上（３０分を増すごと）

週２回の利用が必要な場合

月13回以上の利用が必要な場合

サービスの内容 備考

月５回の利用が必要な場合

週１回の利用が必要な場合

月9回以上の利用が必要な場合

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

※２

※１

基本サービスと加算サービスにより算定した金額の

※１・・・通所リハビリテーション等を実施している事業所の医師、理学療法士等からの助言を受ける体制を構築し、

基本サービスと加算サービスにより算定した金額の



※２・・・通所リハビリテーション事業所の理学療法士等がその一環として利用者の居宅へ訪問する際に、

　　サービス提供責任者が同行する等により、利用者の身体の状況等の評価を共同で行い、生活機能の

　　向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行った場合に

４．減算 単位　：　円／回

　

　　に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定する。

５．自己負担 単位　：　円／回

サービスの内容 利　　用　　料 1割相当額 備考

（１） 交通費用 150 左記の金額 片道おおむね１０ｋｍ未満

10 左記の金額 １０ｋｍ以上で１ｋｍにつき

（２） その他の費用 実費 左記の金額 ご利用者様等からの依頼によるもの

※介護給付費と加算部分の利用者負担額は、介護保険の負担割合に基づく額となります。

ご不明な点は、下記の相談員又は居宅介護支援事業所までご連絡ください。

ヘルパーステーションたんぽぽ ０９９６－２３－８８６６
在宅介護支援センターあじさい ０９９６－２５－２２２５
介護老人保健施設あじさい苑 ０９９６－２３－６０００

　　助言に基づきサービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした計画を作成した場合に算定する。

指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者


